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復興まちづくりのための支援施策（例）

①復興まちづくりに当たっての参考資料 ～令和６年能登半島地震からの被災地再生へのみちしるべ～
令和６年２月２２日 内閣府（防災） 内閣官房

石川県において復興のビジョンが策定され、それも踏まえて市町村が復興まちづくりの計画を策定し生業・にぎわいの再生に取り組ま
れるに当たって参考となるよう、被害の状況や立地特性に応じて活用可能なまちづくりの考え方を整理したもの

別冊施策関係資料集 https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/fukko_machidukuri.html
以下の事業概要を抜粋して添付した

②令和6年能登半島地震に関するその他の参考資料
土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業

⑤平成16年新潟中越地震における基金を活用した重層的支援に関する資料 澤田（雅）委員提供資料

③高知県における支援施策等
土砂災害特別警戒区域内における住宅建替時等の支援制度

④地籍調査に関する資料

農山漁村発イノベーション整備事業都市防災総合推進事業
持続的生産強化対策事業都市再生区画整理事業
強い農業づくり総合支援交付金災害公営住宅整備事業
農地中間管理機構を活用した農地の集約化の推進小規模住宅地区改良事業※
農業委員会による農地利用の最適化の推進被災者生活再建支援制度
なりわい再建支援補助金防災集団移転促進事業※
地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化等がけ地近接等危険住宅移転事業※
歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業災害復旧等事業（山林施設）

災害復旧等事業（農地等） 国の補助事業

石川県の復興基金

県、市の補助金

国の補助事業

※事前復興として活用できる事業



①復興まちづくりに当たっての参考資料 ～令和６年能登半島地震からの被災地再生へのみちしるべ～

別冊施策関係資料集より抜粋
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土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業

実施状況（石川県へのヒアリングによる）
R6.9に開始。財源は県の復興基金。県が補助要綱を作成し、10市
町で実施中。
実績 (R7.9現在)：

事前相談: 68件 (うち輪島市 56件)
申請: 15件 (うち輪島市 15件)
支払い実績: 2件 (住宅移転、うち輪島市 2件)

相談内容:
住宅移転: 65件
住宅補強 (レッドゾーンで再建): 3件

②令和６年能登半島地震に関するその他の参考資料
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③高知県における支援施策等
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④地籍調査に関する資料
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事業主体（市町村等）が、土地登記簿及び登記所の地図をもとに、一筆毎の土地について、土地
所有者等の立会を得て、所有者、地番、地目、筆界を調査するとともに測量を行い、その結果を
地籍簿及び地籍図に取りまとめるものです。

地籍図原図

地籍簿案

【調査経費の負担割合】
※事業主体が市町村の場合
○国庫負担金 事業費の１／２
○県費補助金 事業費の１／４
○市町村費等 事業費の１／４
※市町村の調査経費は、特別交付税の対象と
なっており、最終的な実質負担額は５％

地籍調査事業の概要 高知県土木部用地対策課



個々の住宅再建（修復）＋公的住宅＋コミュニティ施設を
安全な基盤上に整備

再生計画の地権者合意および国、県、市の事業合意

新潟県復興基金事業（集落・住民）小規模住宅地区改良事業（長岡市）

公的賃貸住宅
（小規模改良住宅）

の整備

帰村、そして山の暮らし再生へ

砂
防
・
地
す
べ
り
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事
業
等
に

よ
る
集
落
の
安
全
性
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道路・公園・
緑地の整備

集落施設
復興モデル住宅
建設等の支援

地域コミュニティ
再建への支援

・自力再建住宅、集落施設の建設
・地域コミュニティ施設等再建支援
・中山間地型復興住宅支援等
集落再生に向けた元気づくりプロジェクト
の実施

・中山間地に適した改良住宅を建設
・道路等の公共施設は市が整備
・自力除却できない住宅を事業で除却

出典：中越地震の復興プロセス 兵庫県立大学大学院 澤田雅浩

集落再生計画に基づく各種事業の実施

⑤平成16年新潟中越地震における基金を活用した重層的支援に関する資料
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基金を活用した重層的支援体制の構築

集落等の復興に関する
様々な取り組み

地域復興支援員設置支援

〔地域復興支援員の役割〕
・被災地住民の主体的復興活動の後押し
・被災地を行政や外部とつなぐ
・これらの活動を地域に入り専任で行う

地域復興支援員

地域復興人材育成支援

支援員の資質向上・人材育成

・地域コミュニティ再建支援
・地域復興デザイン策定支援
・地域特産化・交流支援 など

集落への

各種支援

集落の活動支援

復興支援
ネットワーク事業

活動への支援

連携
集落への人的支援

中間支援組織

出典：中越地震の復興プロセス 兵庫県立大学大学院 澤田雅浩 赤で一部加筆 23

主な活動
設置
人数

情報収集・支援員活動支援・旧市域の地域づくり活動
支援7長岡

長
岡
市

地域の元気づくり支援・活動集落の継続支援・ネット
ワーク作り支援2栃尾

地域福祉活動支援・地域活性化支援・地域おこし活動
支援5山古志

集落の継続支援・集落，団体の連携支援・地域活性化
支援2小国

集落再生復興支援・ネットワーク形成・都市との交流
促進4川口

高齢化集落への支援・農村の活性化・地域観光活性化
支援4十日町市

地域活性化支援・観光誘致支援・2地域居住推進支援4南魚沼市

地域コミュニティ復興支援・地域産業復興支援12小千谷市

滞在型体験プログラム策定・集落維持活性化支援11魚沼市

H17～H22

H20～H29

H19～H23

H19～H29

H19～H22


